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オレンジリボンキャンペーンの実施方法

・ホームページに「体罰によらない子育て」「11月児童虐待防止推進月間です」の記事を掲載。広報かしば10月号に児童虐待と子育て
支援の特集記事を掲載。
・4ヶ月児健診時にポケットティッシュ（約700個）を、1歳6ヶ月児健診時にポケットティッシュと『体罰等によらない子育てを広げよう！』
リーフレット（約700個・枚）を配布。
・つどいの広場・市役所1階総合受付・総合福祉センター受付・市民図書館・児童福祉課窓口にて児童虐待啓発ポケットティッシュを設
置。児童虐待啓発ポスター・リーフレットを香芝市内児童関連施設（合計66施設）に配布。
・市内自治会（47自治会）にリーフレット回覧（自治会連合会会長会に説明）。

・市の広報誌に児童虐待の通告を促す記事を掲載。
・市役所内で児童虐待防止推進月間にパネルを設置し、啓発及び啓発物品を配布。

・市広報誌掲載（3回）
・市本庁舎・市保健福祉センターでの啓発展示
・市保健福祉センターでの啓発懸垂幕、横断幕設置
・駅前再開発ビル大型ＬＥＤビジョンでの啓発
・駅自由通路でのポスター掲示
・市内医療機関・調剤薬局・福祉施設等での啓発ポスター掲示
・民生・児童委員による地区での啓発ポスター掲示
・市内郵便局・ＪＡ支店・市商工会・市テイクアウトクーポン事業参加店でのポスター掲示及び啓発物品配布
・青少年センター青色パトロールカーでの音声による啓発
・「愛の鞭ゼロ作戦（体罰によらない子育ての促進）」チラシ保護者向け配付

・広報誌に児童虐待の通告を促す記事を掲載。
・乳幼児健診及び保育所等で啓発物品を配布。
・FMにおいて児童虐待について特集を組み放送。

＜Ⅴ広報啓発の状況＞

オレンジリボンキャンペーンの実施方法
・市民だよりに児童虐待防止月間の記事を記載。
・パネル展示、街頭啓発。

・市の広報誌に啓発記事を掲載。
・図書館において子育て関連図書を展示。

・広報誌、Facebookへ啓発記事を掲載
・商業施設等ポスター掲示

・地域生活情報誌・市広報への啓発記事掲載
・啓発物品（ポケットティッシュ・オレンジリボン・リーフレット）の配布
・出前講座の実施

・学校を通してオレンジリボン等の啓発物品を配布。

・広報誌に掲載。
・駅前及びショッピングセンターでの啓発活動を実施。
・市内小中学校や幼稚園、保育所、こども園を通じ、全児童に虐待防止チラシを配布。
・市全職員へ年間通じてのオレンジリボンの携帯を推進。子育て講演会の開催。啓発ポスターやリーフレットの学校
・機関への配布と校園所だよりに掲載依頼。

・広報誌への掲載。
・大和高田市の児童虐待の現状と要保護児童対策地域協議会の役割についての講演会を開催。

・広報誌及びケーブルテレビに児童虐待の通告を促す記事を掲載。
・児童虐待防止月間には、保育園・小学校を通じて、家庭へ啓発チラシを配布。
・庁内職員、小・中学校職員はオレンジリボン、保育士はオレンジエプロンの着用実施。
・保育園児と保護者、民生委員の協力のもとオレンジリボンツリーを作成・展示。
・庁舎玄関に村のマスコットと一緒に標語を展示。

・県内一斉オレンジリボンキャンペーンで啓発物品を町内各施設（こども園等）に配布するとともに、町ホームページや町広報誌にて周
知。
・こども園や子育て支援センター、保健センター等に虐待防止の啓発ポスターを掲示。

・オレンジリボンキャンペーン時(11月)に、市の広報誌に児童虐待防止の関する記事を掲載。

・広報誌において「体罰によらない子育て」の啓発、児童虐待通告を促す記事を掲載。
・市内の幼稚園・保育園・認定こども園・小学校・中学校に通う児童へ啓発チラシを配布。
・「体罰によらない子育てを広げよう！」リーフレットの配布及び内容の展示。
・パープルリボンキャンペーンの展示において、啓発物品を配布するなど、ＤＶ対応担当課共同して啓発活動を実施。

・町の広報紙で児童虐待防止推進月間に合わせて、児童虐待についての記事を掲載。
・町立幼稚園、保育所にて園児がオレンジリボンのついた作品を作成・持ち帰りし、園児とその保護者に対して児童虐待について周知
を図った。

・ＨＰや掲示板での啓発
・役場庁舎等での啓発物品等の配布

・「児童虐待防止推進月間」に合わせて１１月町広報誌に「児童虐待とは？」の啓発、及び、児童虐待の通告を促す啓発記事を掲載。
・町文化祭にて啓発物品を配布。
・役場、保健センター等庁舎内において、啓発パンフレットを自由に取れるように配置。

・町広報誌に児童虐待に関する啓発記事を掲載。
・町内幼児園、小学校の保護者にリーフレットを配布。

5月広報誌には児童福祉週間の中で児童虐待と相談窓口の紹介。
11月広報誌には児童虐待の通告を促す記事の掲載。
11月の乳児健診の時にオレンジリボンキャンペーンのテッシュ配布。HPに拠点の相談窓口を掲載。

・保健福祉課窓口にパンフレットを設置。
・来庁者、職員にチラシとオレンジリボンを配布。広報誌に児童虐待防止月間についての記事を掲載

・村の広報誌に児童虐待防止の啓発記事を掲載。
・村内の金融機関や保・小・中に啓発物品配布。

・広報掲載
・ポスター掲示

・「オレンジリボンキャンペーン」「虐待とは」「子どものサイン」「家庭のサインについて」を村広報に掲載。
・職員へのリボン着用呼びかけ、学童保育での啓発ティッシュ作成（広告のぬりえ）、持ち帰り。

・広報「かんまき」6月号、7月号・フェイスブック・ホームページに掲載。
・大型店舗等で啓発活動（街頭での啓発物品の配布）を実施。

・１１月の「児童虐待防止月間」に関連して、王寺町内の４ヶ所の雪丸フィギュアに虐待防止のたすきをかけ、ポスターを掲示。
・広報誌に児童虐待防止に関する記事を掲載。

・ホールの来庁者及び保育園への送迎保護者に対して、児童虐待防止キャンペーングッズの配布。
・新規採用教職員に向けて児童虐待防止研修を実施。

・児童虐待防止推進月間中にポスター提示、リーフレット、オレンジリボン配布、オレンジリボン願いの樹実施。

・自治体発行の広報誌に、児童相談所虐待対応ダイヤルの記事を掲載

・児童虐待防止の啓発物品を窓口配布（オレンジリボン）。

・ポスター掲示。
・オレンジリボンを毎日制服につけ啓発を行なった。

・オレンジリボン窓口配布。

・１１月にこども園・小・中学校にオレンジリボン、リーフレット、啓発ティッシュを配布。
・同月に開催された東吉野村まるごとフェスティバルにおいて啓発ティッシュを配布。

・児童虐待防止の啓発物品を窓口配布（オレンジリボン）。

・オレンジリボン等の啓発物品を村内行事にて配布

・啓発物品の窓口配布。

・役場窓口にて啓発物品を配布。

・広報に児童虐待防止について掲載。

・オレンジリボンキャンペーンの啓発物品の配布。
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